
あま市教育委員会

定例会会議録【第2回】

平成２３年度　あま市教育委員会



（学校教育課指導次長）石田一英

（学校教育課指導主事）竹田卓朗

・生徒指導（４月分）について

・小中学校運動会・学校祭参加者について

日程第２前回会議録の承認

日程第３

・学校内の敷地内禁煙について

議案第５号　夏休みプール開放事業実施要領について

日程第５その他

議案第６号　後援申請について

開 催 場 所

開 催 日

あま市役所２階　第３・４会議室

（学校教育課長補佐）原健一会議録書記

なし

二ノ宮　鉃弥 、山田健太郎 、小笠原英司 、 南谷恵美子 、 水野良美

平成２３年度　あま市教育委員会定例会会議録【第2回】

議 事 日 程

傍 聴 人

議案第４号　夏休みプール開放事業実施要綱について

議案第３号　あま市いじめ・不登校対策協議会設置要綱について

議案第２号　指定学校変更願申請書について

議案第１号　区域外就学申請書について

（学校教育課長補佐）原健一

教育長の経過報告

日程第４

日程第１委員長あいさつ

午後１時３０分より

平成２３年５月１７日（火）

（学校教育課長）三浦和己　（生涯学習課長）山内洋一

（教育部長）小出春夫　（学校給食センター課長）安井徳一

なし欠 席 委 員

出 席 委 員

出 席 者

開 催 時 間



発言者 議事の経過（発言の要旨）

【開会時刻：午後１時３０分】

委 員 長 平成２３年度第2回あま市教育委員会定例会の開会を宣する。

委 員 長 あいさつする。

委 員 長 前回の議事録の承認をお願いする。

委 員 全 員 議事録に署名・押印。

委 員 長 教育長の経過報告。

教 育 長 別紙の教育長経過報告を朗読説明。

委 員 長 議案第1号「区域外就学申請書について」上程

学校教育課長 議案第1号の説明。申請５人（教育長専決２人、その他３人）。

委 員 長 議案第１号の質疑を許可。

委 員 質疑なし

委 員 長 議案第１号を承認する。

委 員 長 議案第２号「指定学校変更願申請書について」上程

学校教育課長 議案第２号の説明。申請３人（教育長専決２人、その他１人）。

委 員 長 議案第２号議案の質疑を許可。

委 員 質疑なし

委 員 長 議案第２号を承認する。

委 員 長 議案第３号「あま市いじめ・不登校対策協議会設置要綱について」上程

石田指導次長 議案第３号の説明。連絡会の機能を兼ねた勉強会を年間２回開催する予定。

委 員 どこで開催する予定か。

石田指導次長 ３０名程の収納可能な市役所や公民館等の会議室で開催する予定。

委 員 その他、質疑なし

委 員 長 議案第３号を承認する。

委 員 長 議案第４号「夏休みプール開放事業実施要綱について」及び

議案第５号「夏休みプール開放事業実施要領について」を上程

生涯学習課長 議案第４号及び５号の説明。夏休み中の民間プールを活用したプール開放を

実施。幼児は対象外とし、受付業務は市職員で対応し、監視は民間で対応。

委 員 長 議案第４号及び５号議案の質疑を許可。

委 員 民間プールの規模は？

生涯学習課長 ２５mプール７コースです。

委 員 自転車置き場は確保されていますか？

生涯学習課長 ７０台ほどの自転車置き場があります。

委 員 利用申込書の内容を証明するものは必要か？

生涯学習課長 本人申請とする。

委 員 近隣市町の状況は？

生涯学習課長 蟹江町が平成１７年より実施している。６月から８月の土日祝日のみ実施。

委 員 一般入場料はいくらか？
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発言者 議事の経過（発言の要旨）

生涯学習課長 会費制の施設であり、入場料の設定がない。

委 員 その他、質疑なし

委 員 長 議案第４号及び５号を承認する。

委 員 長 議案第６号「後援申請について」上程

生涯学習課長 議案第６号の説明。２件

学校教育課長 議案第６号の説明。１件

委 員 長 議案第６号議案の質疑を許可。

委 員 質疑なし

委 員 長 議案第６号を承認する。

委 員 長 その他、事務局の報告等ありませんか？

生涯学習課長 甚目寺観音展のオープニングセレモニーを７月１5日午後２時３０分より行います。

委員さんの出席をお願いします。

竹田指導主事 平成２３年度の運動会・学校祭の参加者をまとめましたのでお願いします。

海部東農協より別紙目録の寄付があり各小中学校にて活用します。

生徒指導（４月分）の報告をする。

教育長 学校敷地内の禁煙を実施します。

委 員 長 平成２３年度第2回あま市教育委員会定例会の閉会を宣する。

【次回予定】 平成２３年６月２５日（土）午後１時００分～辞令交付　（第３・４会議室）

　　　　　　　　　　　　　　　 午後１時３０分～定例会　（第３・４会議室）

【閉会時刻：午後２時３０分】
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